
 

令和４年度第２回荒川区児童福祉審議会 

次  第 

 

 

日時：令和４年７月１１日(月) 

１８時３０分～１９時３０分 

会場：区役所 ５階 大会議室 

 

次 第 

 

開 会 

 

 １ 委員委嘱 

 

２ 委員紹介 

 

 ３ 委員長及び副委員長の選任 

 

 ４ 議事 

  （１）里親部会、権利擁護部会、保育部会、児童虐待死亡事例等検証部会の 

設置について 

  

 ５ 報告 

  （１）部会（権利擁護部会、保育部会）の開催状況について 

  

閉 会 

 

配付資料 

資料１   荒川区児童福祉審議会委員及び部会員名簿（第２期）  

  資料２－１ 荒川区児童福祉審議会条例 

  資料２－２ 荒川区児童福祉審議会施行規則 

  資料３－１ 荒川区児童福祉審議会部会設置要綱 

資料３－２ 各部会について 

  資料４   令和４年６月における各部会の審議内容 

 

   参考資料  あらかわ子育ておでかけ MAP 

         荒川区の子育て交流サロン 

         令和４年度版保育園入園のご案内 

         あらかわ遊園パンフレット 

         ゆいの森あらかわパンフレット 



（敬称略）

氏名 役職等 里親部会
権利擁護
部会

保育部会
児童虐待

死亡事例等
検証部会

河津　英彦

社会福祉法人友愛学園理事長
子どもの虐待防止センター副理事長
元東京都子ども家庭部長・玉川大学教育学部
長

○

川松　亮
明星大学人文学部福祉実践学科常勤教授
元厚生労働省児童福祉専門官

○

坂井　隆之
明星大学教育学部教育学科特任教授
元八王子児童相談所長

○

鈴木　崇之
東洋大学ライフデザイン学科生活支援学科教
授

○

師岡　章 白梅学園大学子ども学部教授 ○

須永　美紀 こども教育宝仙大学こども教育学部教授 ○

片倉　昭子
社会福祉法人子どもの虐待防止センター理事
都内児童養護施設第三者委員

○ ○

池田　清貴 弁護士 ○

掛川　亜季 弁護士 ○

後藤　啓二 弁護士 ○

松岡　郁美
小児科医
荒川区医師会理事

○

金子　織善
小児科医
荒川区医師会理事

○

阿部　哲夫
精神科医
荒川区医師会理事

○

成重　竜一郎 児童精神科医 ○

齋藤　美江子 児童養護施設長 ○ ○

中村　聡 一級建築士 ○

長谷川　猛 中小企業診断士 ○

大内　康弘 社会保険労務士 ○

荒川区児童福祉審議会　委員及び部会員名簿（第２期）
令和４年７月１日現在
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【関係部課】

氏名

谷井　千絵

櫻井　敦史

石塚　健市

清水　孝教

菊池　秀幸

中野　大志

鈴木　清

【事務局】

氏名

小堀　明美

三森　隆一

鍛冶　允

河津　美香

髙安　謙宏

所属

子育て支援担当部長

所属

保育課長

子ども家庭総合センター所長

子ども家庭総合センター副所長

子ども家庭総合センター相談担当課長

子ども家庭部長

子ども家庭総合センター支援調整管理監

子ども家庭総合センター児童心理専門監

子育て支援課管理調整係長

子育て支援課調整担当係長

子育て支援課管理調整係

子育て支援課管理調整係



 
 

荒川区児童福祉審議会条例 
                            令和２年３月２５日 
                             荒川区条例第３号 

 
（設置） 
第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第８条第３項及び児童福祉法施行令

（昭和２３年政令第７４号）第４５条の３第４項並びに就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２５条の規定

に基づき、区長の附属機関として、荒川区児童福祉審議会（以下「審議会」という。）

を置く。 
 
（組織） 
第２条 審議会は、委員２０人以内をもって組織する。 
２ 審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置く

ことができる。 
 
（任期） 
第３条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 
２ 臨時委員は、前条第２項に規定する特別の事項に関する調査審議が終了したときは、

解任されるものとする。 
 
（委員長及び副委員長） 
第４条 審議会に、委員の互選による委員長及び副委員長各１人を置く。 
２ 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 
 
（招集） 
第５条 審議会は、委員長が招集する。 
 
（会議） 
第６条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 
２ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の

決するところによる。 
 
（意見の聴取） 
第７条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて説明若しく

は意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。 
 

資料２－１ 



 
 

（守秘義務） 
第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様

とする。 
 
（部会） 
第９条 審議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。 
２ 各部会に、委員の互選による部会長１人を置く。 
３ 第５条から第７条までの規定は、部会の会議について準用する。 
４ 審議会は、その議決により、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 
 
（委任） 
第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、荒川区規則で定める。 

 
附 則 

（施行期日） 
１ この条例は、令和２年７月１日から施行する。 
２ 荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年荒川区条例第

２２号）の一部を次のように改正する。 



   荒川区児童福祉審議会条例施行規則 

                            令和２年６月３０日 

                               荒川区規則第３３号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、荒川区児童福祉審議会条例（令和２年荒川区条例第３号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（会議の公開） 

第２条 審議会は、公開とする。ただし、委員長が公開することが適当でないと認めるときは、この

限りではない。 

 

（部会） 

第３条 条例第９条に規定する部会の構成員（以下「部会員」という。）は、委員及び臨時委員のう

ちから委員長が指名する。 

２ 部会長は、部会の事務を総理し、部会の調査審議の経過及び結果を審議会に報告する。 

３ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する部会員がそ

の職務を代理する。 

 

（庶務） 

第４条 審議会の庶務は、子ども家庭部子育て支援課において処理する。 

 

（委任） 

第５条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。 

 

   附 則 

この規則は、令和２年７月１日から施行する。 
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荒川区児童福祉審議会部会設置要綱 

 

    令和２年６月３０日制定 

（２荒子子第９３８号） 

（副区長決定） 

 

（趣旨） 

第１条 荒川区児童福祉審議会条例（令和２年荒川区条例第３号。以下「条例」いう。）第

１条に規定する荒川区児童福祉審議会（以下「審議会」という。）に、条例第９条第１項

の規定に基づき設置する部会の運営について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（常設の部会）  

第２条 審議会に、部会として里親部会、権利擁護部会、保育部会及び児童虐待死亡事例

等検証部会を置く。 

２ 里親部会の所掌事項は、次のとおりとする。 

 （１） 児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号。以下｢令｣という。）第２９条に基

づき、里親（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第６条の

４に規定する里親をいう。以下同じ。）の認定をするに当たって、諮問を受けて答申す

ること。 

 （２） 里親の登録の更新又は継続が不適当と認められる者及び適否の確認を要する者

について、当該登録の更新又は継続に当たって、諮問を受けて答申すること。 

 （３） 里親の登録の更新を行ったときに報告を受けること。 

３ 権利擁護部会の所掌事項は、次のとおりとする。 

 （１） 令第３２条第１項に規定する児童又はその保護者の意向が当該措置と一致しな

い場合その他子ども家庭総合センター所長が必要と認める場合に諮問を受けて答申す

ること。 

 （２） 法第３３条の１５第２項の規定による被措置児童等虐待（法第３３条の１０に

規定する被措置児童等虐待をいう。）に係る措置についての報告を受け、法第３３条の

１５第３項に規定するその報告に係る意見を述べること。 

 （３） 児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号。以下「児童虐待防

止法」という。）第９条第１項の規定による立入り及び調査又は質問並びに法第３３条

第１項及び第２項の規定による一時保護の実施状況等の報告を受けること。 

４ 保育部会の所掌事項は、次のとおりとする。 

 （１） 法第３４条の１５第４項の規定に基づき、同条第２項に規定する認可をするに

当たって、諮問を受けて答申すること。 

 （２） 法第３５条第６項の規定に基づき、同条第４項に規定する認可をするに当たっ

て、諮問を受けて答申すること。 

 （３） 法第４６条第４項の規定に基づき、事業停止命令を行うに当たって、諮問を受

けて答申すること。 

 （４） 法第５９条第５項の規定に基づき、事業停止命令又は閉鎖命令を行うに当たっ

資料３－１ 



て、諮問を受けて答申すること。 

 （５） 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成１８年法律第７７号。以下「認定こども園法」という。）第１７条第３項の規定に基

づき、同条第１項に規定する認可を行うに当たって、諮問を受けて答申すること。 

 （６） 認定こども園法第２１条第２項の規定に基づき、同条第１項の規定により事業

停止命令又は閉鎖命令を行うに当たって、諮問を受けて答申すること。 

 （７） 認定こども園法第２２条第２項の規定に基づき、同条第１項の規定による取消

しを行うに当たって、諮問を受けて答申すること。 

５ 児童虐待死亡事例等検証部会の所掌事項は、児童虐待防止法第４条第５項に規定する

児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例を分析するとともに、

その事例の分析に基づき児童虐待の予防、早期発見等の事項の調査研究及び検証を行う

ものとする。 

６ 前各項に定めるもののほか、部会は、委員長（条例第４条第２項に規定する委員長を

いう。）又は部会長（条例第９条第２項に規定する部会長をいう。以下同じ。）が必要と

認める事項を調査審議することができる。 

 

（臨時の部会） 

第３条 前条に規定する部会のほか、審議会は、調査審議に係る事項の専門性等に応じて

臨時に部会を設置することができる。 

 

（議事録） 

第４条 部会長は、次に掲げる事項を記載した議事録（以下「議事録」という。）を作成し、

保存するものとする。 

  (１) 部会の開催年月日及び開催場所 

  (２) 出席した委員、臨時委員等の氏名 

 (３) 部会に付した議題 

  (４) 議事の顛
てん

末 

  (５) 前各号に掲げるもののほか、部会の経過に関する事項 

２ 議事録には、部会長及び部会長が部会において指名する委員１名が署名するものとす

る。 

３ 議事録は、非公開とする。ただし、部会長において必要があると認めた場合は、公開

とすることができる。 

 

（委員等の除斥） 

第５条 委員及び臨時委員は、自己に直接の利害関係のある事項については、その議事に

加わることができない。ただし、部会の同意があったときは、部会に出席し、発言する

ことができる。 

 

 



（庶務）  

第６条 部会の庶務は、子ども家庭部子育て支援課において処理する。 

 

（雑則）  

第７条  この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定

める。 

  

附 則   

この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 



各部会について 

 

１ 里親部会 

（１）設置目的 

   児童福祉法施行令第２９条により、里親の認定をするときには、児童福祉

審議会の意見を聴かなければならないとされている。 

   これらの事項の審議にあたっては、個別のケースについて、専門的な見地

から詳細かつ迅速に検討することが必要であるため、里親部会を設置し、審

議を行う。 

（２）所掌事項 

  ①里親の認定の適否について、諮問を受けて答申すること。 

  ②里親登録の更新・継続について、諮問を受けて答申すること。 

  ③里親の登録の更新を行ったときに報告を受けること。 

 

２ 権利擁護部会 

（１）設置目的 

   児童福祉法第２７条第６項、児童福祉法施行令第３２条の規定により、児

童に対して施設入所などの措置をとる場合において、児童や保護者の意向

がその措置と一致しないとき、又は必要と認めるときは、児童福祉審議会の

意見を聴かなければならないとされている。 

   また、児童福祉法第３３条の１５第２項の規定により、被措置児童等虐待

に係る通告を受けて措置を講じたときは、児童福祉審議会に報告しなけれ

ばならないとされている。児童福祉審議会は報告を受けた事項について意

見を述べることができる。（児童福祉法第３３条の１５第３項） 

   これらの事項の審議にあたっては、個別のケースについて、法律、医療、

心理、児童福祉などの見地から詳細かつ迅速に検討することが必要である

ため、権利擁護部会を設置し、審議を行う。 

（３）所掌事項 

  ①児童相談所のとるべき措置等について諮問を受けて答申すること。 

   ・施設入所などの児童相談所の措置が児童や保護者の意向と一致しない 

事例 

   ・児童相談所長が必要と認める事例 

   ・子どもの権利擁護事業において特に困難な事例 

  ②被措置児童等虐待に係る措置について報告を受けること、及びその措置

について意見を述べること。 
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３ 保育部会 

（１）設置目的 

児童福祉法第３５条第６項等により、保育所の設置認可等をするときに

は、あらかじめ児童福祉審議会の意見を聴かなければならないとされて

いる。 

   これらの事項の審議にあたっては、専門的な見地から詳細かつ迅速に検

討することが必要であるため、保育部会を設置し審議を行う。 

（２）所掌事項 

  ①保育所設置認可にあたって、諮問を受けて答申すること。 

  ②保育所に対する事業停止命令を行うにあたって、諮問を受けて答申する 

こと。 

  ③認可外保育施設に対する事業停止命令又は閉鎖命令を行うにあたって、

諮問を受けて答申すること。 

 

４ 児童虐待死亡事例等検証部会 

（１）設置目的 

   児童虐待の防止等に関する法律第４条第５項により、地方公共団体は児

童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析を

行うとともに、児童虐待防止等のために必要な事項についての調査研究及

び検証を行うものとされている。 

   これらの調査研究及び検証にあたっては、個別のケースについて専門的

な見地から詳細かつ迅速に検討することが必要であるため、児童虐待死亡

事例等検証部会を設置し、審議を行う。 

（２）所掌事項 

  ①児童虐待事例の事実関係を明確にし、問題点及び課題の抽出を行うこと。 

  ②事例の問題点及び課題を踏まえ、実行可能性を勘案しつつ、再発防止のた 

めの提言をまとめ、区に報告すること。 

  ③その他目的達成に必要な事項を審議すること。 
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令和４年６月における各部会の審議内容 

 

 

 

〇権利擁護部会 

 

〇保育部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４ 
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権利擁護部会 審議内容 

 

〇令和４年度 

回数 開催日時、会場等 主な審議内容等 

 

第１回 

 

令和４年６月９日 

１８時３０分～２０時００分 

区役所 ３階特別会議室 

 

１ 審議事項 

（１）審議案件 

「児童福祉法第 28 条第 2 項に基づく申

立ての適否についての諮問」について 

（２）審議結果 

   １件承認 

 

２ 報告事項 

（１）「令和 4年 5月分の荒川区子ども家庭総

合センターにおける出頭要求等及び一

時保護実施状況についての報告」につ

いて 
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保育部会 審議内容 

 

〇令和４年度 

回数 開催日時、会場等 主な審議内容等 

 

第１回 

 

令和４年６月３０日 

１６時００分～１６時５７分 

オンライン会議 

 

 

 

１ 審議事項 

（１）審議案件 

新設認可保育所（保育所型認定こども

園）の計画承認について 

（２）審議結果 

承認 

 

２ 報告事項 

  なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


